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茨城県立看護大学校

～笠間 地域学（福祉部門）～

令和８年５月１９日（火）
笠間市保健福祉部健康医療政策課
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～福祉関係～

○　人口・世帯数・年齢別人口割合
○　将来の人口予測
○　外国人数
○　出生率・出生数
○　子どもの人数
○　女性の就労傾向
○　障害者手帳所持者数
○　高齢化率
○　要支援・要介護認定者
○　平均寿命と平均自立期間
○　認知症高齢者
○　生活保護
○　医療的ケア児
○　医療に関する制度
○　献血実施状況

笠間市の現状
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※資料：茨城県統計課「茨城県の人口（茨城県常住人口調査結果報告書）」　・　統計かさま　・　総務省統計局

◆平成１８年：人口81,029人　世帯数27,138世帯
◆令和５年　：人口71,449人　世帯数29,858世帯

１世帯当たりの人員は減少
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※資料：茨城県統計課「茨城県の人口（茨城県常住人口調査結果報告書）」／統計かさま／総務省統計局HP

◆笠間市は、全国や茨城県と比較すると、６５歳以上の高齢者人口割合が高い

令和５年10月1日現在
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2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

　笠間市 人口 73,173 69,809 66,140 62,228 58,126 53,973 49,917

　　　　　（再掲）0～14歳 8,245 7,189 6,156 5,412 4,994 4,598 4,181

　　　　　（再掲）15～64歳 41,290 38,388 35,708 32,662 28,817 25,637 23,061

　　　　　（再掲）65歳以上 23,638 24,232 24,276 24,154 24,315 23,738 22,675

　　　　　（再掲）75歳以上 11,573 13,564 14,970 15,100 14,697 14,311 14,545

　 　 　 　 　 　 　 　

　年齢別割合（0～14歳：％） 11 10 9 9 9 9 8

　年齢別割合（15～64歳：％） 56 55 54 52 50 47 46

　年齢別割合（65歳以上：％） 32 35 37 39 42 44 45

　年齢別割合（65～74歳：％） 16 15 14 15 17 17 16

　年齢別割合（75歳以上：％） 16 19 23 24 25 27 29

※資料：国立社会保障・人口問題研究所

◆2020年国勢調査を基に将来の人口を予測
　笠間市は2050年には、人口が5万人以下となる見込み
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※資料：市民課「住民基本台帳人口」

◆年々、外国人数は増加傾向

各年４月１日現在
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◆手話通訳のほか、１３カ国語の外国語の同時通訳に対応
◆市役所本所・笠間支所・岩間支所に設置
◆災害時、避難所での活用も想定
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※資料：厚生労働省　人口動態統計

◆合計特殊出生率：15～49歳の女性がその年代で生む子どもの数で、
　一生のうちに1人の女性が生む子どもの数の指標
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※資料：茨城県統計課

◆平成18年：656人
◆令和5年  ：316人

17年間で、出生数が半数以下
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20～24歳 25歳～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳

茨城県　女性 72.0 84.8 78.1 78.2 81.0 81.8 79.9 

笠間市　男性 78.7 95.2 96.0 97.4 96.4 95.4 95.6 

笠間市　女性 73.2 84.5 80.0 80.9 84.0 84.1 82.7 

※資料：令和２年国勢調査

◆笠間市の女性は、ほとんどの年齢層で、茨城県平均と比べ就労率が高い
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※資料：社会福祉課

◆障害者手帳は、３種の手帳の総称
　・身体障害者手帳：身体の機能に一定以上の障害がある場合
　・療育手帳：知的障害があると判定された場合
　・精神障害者保健福祉手帳：一定程度の精神障害の状態にある場合
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※資料：高齢者福祉計画／住民基本台帳／茨城県HP「高齢化の指標」

◆高齢化率：総人口に占める65歳以上の人口割合

◆平成18年度 21.2％　　令和5年度 33.0%　　年々、上昇している
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※資料：茨城県HP
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　 　 区分

　 被保険者数 総数 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

　平成１８年度 17,662 2,344 196 288 489 464 367 314 226

　平成２９年度 23,006 3,670 389 389 807 657 568 465 395

　平成３０年度 23,401 3,735 431 450 668 687 580 527 392

　令和元年度 23,655 3,790 385 410 691 744 613 563 384

　令和２年度 23,866 3,916 373 416 776 773 656 570 352

　令和３年度 24,066 3,991 399 427 801 784 685 532 363

　令和４年度 24,115 4,035 408 444 804 786 659 572 362

　令和５年度 24,168 4,189 491 472 814 798 687 572 355

※被保険者のみ第1号被保険者数。その他は第2号被保険者を含む。

※資料：高齢福祉課「介護保険事業状況報告（年報）」

◆要支援・要介護認定：介護サービスの必要度を判断するもの

◆高齢者人口の増加により、要支援・要介護認定者も増加
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男 平均寿命 平均自立期間 差

笠間市 ８０．６ ７９．２ １．４

茨城県 ８０．５ ７９．３ １．２

国 ８１．１ ７９．７ １．４

女 平均寿命 平均自立期間 差

笠間市 ８６．４ ８３．３ ３．１

茨城県 ８６．４ ８３．６ ２．８

国 ８７．１ ８４．０ ３．１

◆平均自立期間：日常生活動作が自立している状態の平均的な期間
　要介護度２以上を不健康として算出　　　　　　　　

◆笠間市民；男は1.4歳　女は3.1歳　介護が必要な期間がある

※資料：KDBシステムより
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◆認知症高齢者の人数、高齢者人口に対する割合　増加

　 認知症高齢者数(人) 高齢者人口に対する割合(％)

令和元年度 2,266 9.6

令和２年度 2,305 9.7

令和３年度 2,286 9.5

令和４年度 2,415 10.0

令和５年度 2,512 10.4

※資料：笠間市地域包括支援センター「認知症施策推進計画」
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◆日本国憲法第２５条
　「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
◆生活保護は、最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、
　その困窮の程度に応じ必要な保護を行う制度

※資料：社会福祉課
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※資料：基幹相談支援センター

◆医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、
　NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、
　たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと
◆全国の医療的ケア児は、推計約２万人

◆医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年）
◆笠間市医療的ケア児支援に関する協議の場設置要綱（令和４年）
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◆国民皆保険制度
　全ての国民が何らかの公的保険に加入
　（国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療保険など）

◆高額療養費制度
　月々の医療費の上限額が決定している
　上限額以上支払ったとしても、後日返還される

◆医療福祉費支給制度（マル福制度）
　小児、妊産婦など医療福祉受給対象者の方に対し、
　医療保険で病院などにかかった場合の一部を公費で
　負担する制度
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※資料：健康医療政策課

◆少子高齢化に伴う若年層の献血者数減少、輸血を必要とする高齢者数の増加
◆県立中央看護専門学校は毎年２回献血実施
◆今後ともご協力お願いします！！　



笠間市役所　こども部
こども育成支援センター長　矢野　郁子



今日お伝えすること

１．子どもを取り巻く環境(国の動き)
２．笠間市の現状
３．笠間市の組織　　
４．支援をする上で大切なことは



こどもを取り巻く環境(国の動き)

母子
保健

母子
保健









笠間市の組織

こども部

くるす保育所
こども福祉課

保育Ｇ 児童支援Ｇ

こども育成支
援センター

こども政策課

こども政策Ｇ 家庭サポート
Ｇ

子育て応援Ｇ子育て政策G



こども政策課
• 助成事業に関すること

• 情報発信に関すること

• こども計画、こども子育て会議に関すること

• こども食堂に関すること

こども政策G

•家庭支援事業に関すること

•要保護児童対策地域協議会に関すること

•児童福祉施設措置に関すること

•女性支援に関すること

•家庭児童相談に関すること

家庭サポートG

•母子保健事業に関すること

•子育て包括支援事業に関すること

•プレコンセプションケアに関すること

•妊婦等包括相談支援事業に関すること
子育て応援G

事務職

・社会福祉士
・保健師

・精神保健福祉士
・家庭児童相談員
・女性相談支援員

・保健師
・助産師

・公認心理師
・管理栄養士
・事務

事業概要より

職種

子育て政策G



こども政策課

子育て政策G

家庭サポートG

・母子健康手帳の交付・妊婦面談
・新生児訪問・乳児全戸訪問指導事業
・かさママ、かさパパサロン マタニティクラス
・１歳６か月児、２歳児、３歳児、５歳児健康診査 

・親子関係形成事業
・虐待対応
・DV相談
・要支援家庭への支援
・要体協ケース進行会議

• 生殖補助医療費等助成事業・不育症検査、治療費助成事業・若年性がん患
者等妊 性温存療法等助成事業
• 妊娠、子育て専用HP（かさまぽけっと）、電子母子手帳
• こども計画の作成 こども子育て会議の運営
• こども食堂のサポート

合同
ケース
会議



こども政策課
ケース概要

【家族状況】
A子（30歳）：主婦。20歳から出産し、5人の母。
B夫（30歳）：会社員。転職が多い。こども送迎等はまめに行う。
Cちゃん（10歳）：小学生
Dくん（8歳）：小学生
Eちゃん（6歳）：幼稚園（年長）
Fくん（4歳） ：幼稚園（年少）
Gちゃん（１歳）：在宅
＊学校や幼稚園の月謝は遅れがち。
＊予防接種や幼児健診は、勧奨されれば実施する様子
＊両親とも実家との関係が悪く、支援者はいない。

Gちゃんの1歳6ヶ月児健診の未受診のため訪問。母と面談するが、体調不良でか
つなんとなくおなかが大きい様子。
      



確認すること

＃１．A子さんが妊娠している可
能性がある

金銭的な心配は
ある？支援者は？

こどもたちはど
うする？

新生児を迎える
準備ができてい

る？
本当に妊娠しているの？
母子手帳を取りに来ない理

由は？



経済的支援 ・妊婦のための支援給付金
      ・妊産婦健康診査の補助
      ・出産育児一時金
人的支援  ・産前・産後保育の利用
      ・子育て短期事業
      ・子育て世帯訪問支援事業
      ・産後ケア事業
精神的支援 ・相談支援（産前、産後・父や子たちも含め）

＃１．A子さんが妊娠している可
能性がある

支援について

安心して出産・子育てを行うことができる



こども育成支援センター



こども育成支援センター

相談支援事業

育成支援事業

・総合相談
・園に巡回相談（16カ所）
・医師による発達相談
・言語聴覚士による発達相談
・発達検査

・親子通園事業
・児童発達支援事業
・小中学生向けの個別、小集団指導
・ペアレントトレーニング
・各種研修会

職種

・保健師
・公認心理師
・保育士
・幼稚園教諭
・教員
・作業療法士
・言語聴覚士



笠間市役所　保健福祉部　健康医療政策課　



１，市が健康づくりをする理由

２，健康づくり計画からの市の役割

健康医療政策課



出典：第１回健康日本21（第三
次）推進専門委員会



出典：第１回健康日本21（第三
次）推進専門委員会



出典：第１回健康日本21（第三
次）推進専門委員会



厚生労働省HPより





笠間市

保健福祉部
組織図



• 健診計画、健診実施、　　　　　　
健診後の事後指導、

　  健康向上の啓発

• 感染症対策のこと、

　  予防接種のこと

• 医療施設の計画・整備、　　
健康づくり計画策定・評価

健康医療政策課

健康づくり推進

グループ　　　　

保健師・管理栄

養士・歯科衛生

士

感染症対策グ

ループ　　　　　

事務職　保健師

医療対策・企画

調整グループ　

事務職









基本目標１
市民が自ら自立した生活を
目指し、健康づくりに取り
組めるように支援します

施策の方向
1. 生活習慣病の発症予防・重症化予防対策の充実
2. 休養・心の健康支援
3. 適正飲酒・喫煙対策の推進



基本目標１ 主な施策・事業

施策１
健康診査・が

ん検診
健康教育 健康相談 重症化予防

施策２ こころの相談
こころの健康

教育等

施策３
適切な情報の

普及啓発

禁煙・飲酒に

関する支援



出典：KDB帳票　地域の全体像の把握令和０６年度(累計）



出典：KDB帳票　地域の全体像の把握令和０６年度(累計）
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基本目標２ 「食べる力」は「生きる力」みんな
で育む食育の環（わ）を広げます

施策の方向
1. 望ましい栄養・食生活の確立支援
2. 学校・保育所（園）等における食育の推進　
3. 地域の食育・食文化の推進



基本目標２ 主な施策・事業

施策１ 若い世代への食育

推進

乳幼児健診・相談

事業等による食育

推進

調理体験による食

育推進

ヘルスリーダーに

よる健康づくり活

動の充実

施策２
栄養共有による食

に関する指導の実

績

食に関する体験活

動
減塩に関する指導

施策３ 地場農産物侵攻拡

大事業

学校給食における

地元食材の活用



若者世代食育教室
笠間高校にて



岩間一地区活動・旧岩間保健センターにて



基本目標４ いつまでもおいしく食べるために
”健口づくり”を推進します

施策の方向
1. 生涯にわたるはと口腔の健康づくりの推進
2. 定期的な歯科検診等の受診が困難なものへの歯科口腔

保健の推進　　
3. 歯科口腔保健を推進するために必要な知識普及・啓発



基本目標４ 主な施策・事業

施策１ 歯科健康診査（検

診）の推進

小・中・義務教育学

校での学校しか保健

の充実

フッ化物を活用した

虫歯予防の対策の推

進及び普及啓発

施策２ 訪問歯科診療に関す

る支援
訪問口腔衛生指導

施策３
歯と口腔の健康づく

りに関する知識の普

及及び情報提供

普及・啓発体制の強

化



８０２０運動とは？
８０歳になっても２０本以上の自分の
歯を保つことで、健康で活力ある豊か
な人生を実現しましょう！
生涯にわたり、自分の歯を大にしょ
うとする健康な生活習慣を身につけま
しょう！



笠間市の保健医療・福祉について

笠間市役所

地域包括支援センター
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4.具体的な取り組みについて
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１．笠間市の現状と今後

令和７年度

総人口　　　　　　※令和6年10月1日現在 70,817人

65歳以上の人口
（高齢化率）　　　　　　　　※令和6年10月1日現在

24,266人
（34.2%）

75歳以上の人口※令和6年10月1日現在 13,157人

要支援・要介護認定者
（認定率）　　　　　　　※令和6年4月末現在

4,118人
（17.0%）

令和22年度推計

62,147人

23,348人
（37.6%）

13,724人

7,920人
（20.7%）

令和７年度

総世帯数 33,045人

ひとり暮らし高齢者世帯 3,270世帯

高齢者のみ世帯 3,031世帯

総世帯に占める単身高齢
者・高齢者世帯の割合

19.1%

＊令和7年4月1日現在

　　　　＊高齢者福祉・介護保険事業計画（9期）より

２



市民の3人に１人が高齢者に　
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「地域共生社会」とは・・・

◆地域の住民、地域団体、行政などの様々な主体が地域の
課題を「自分事」ととらえて、住民一人一人の暮らしと生きが
いを大切にし、地域を共につくる社会のこと。

＊制度や分野の枠にとらわれず、一人ひとりが世代や背景を
超え、これまでの「支える側」「支えられる側」という関係を超
えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや
役割を持ち、助け合いながら暮らしていける社会です。

　

２.「地域共生社会」に向けた取り組み

５



地域共生社会の背景
1. 支え合いの機能
2. 人口減少
3.近所付き合いの希薄化
4.物価高騰
5.介護の人材不足

６



地域共生社会の目標
目指すべき方向性　→　「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、全ての住
民が役割を持ち、支え合う地域コミュニティを醸成する。

高齢者
地域包括ケアシステム

相談支援機関

地域包括支援センター

障がい者
地域移行、地域生活支援

相談支援機関

基幹相談支援センター

共生型

サービス

生活困窮者
支援

子ども・子育て
家庭

相談支援機関

こども家庭センター

現実は・・・既存の制度だけでは解決が困難な課題　　　が存在する

〇課題の複合化

・高齢の親と50代無職独身の子の同居(8050)
・介護と育児に同時に直面する世帯(ダブルケア)
〇制度の狭間

・いわゆる「ゴミ屋敷」

・障害の疑いがあるが、手帳の申請を拒否

必要な支援を包括的に確保する理念を普遍化していく

土台となる地域力の強化→「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり ７
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通院・入院

相談業務やサービスの
コーディネートを行います

病気になったら･･・　　

　　　医 療

介護が必要になったら･･･  

　　　　　介 護　　　　　　　　　　　　

・高度急性期
・急性期
・回復期
・慢性期

いつまでも元気に暮らすために･･･  

　生活支援・介護予防

・民生委員・見守り協力員・見守り協力事業所
　地域サロン・高齢者クラブ・自治会・ボランティア等

　　　　共に支えあう地域をめざして・・・　　生活支援体制整備事業

通所・入所

地域包括支援センター
　　ケアマネジャー

～住み慣れた地域で安心して生活するために！～

・自宅
・サービス付き高齢者向か住宅等

住まい

９

地域包括ケアシステムとは

■在宅サービス
・訪問サービス
・通所サービス
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス　等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護　等

日常の医療

かりつけ医・歯科医師

薬剤師

地域の連携病院



地域包括支援センターでは

　　
　

　　　　高齢者の暮らしをチームでサポートしています！　

　地域包括支援センターでは、社会福祉士・保健師・主任介護
支援専門員（主任ケアマネジャー）などの専門職が、高齢者等
の相談にチームで対応しています。

社会福祉士
（４名）

・総合相談支援
・権利擁護業務　

保健師（4名）

主任介護支援専
門員（2名）

（主任ケアマネージャー）

・介護予防プラン作成
・総合相談支援

１０



○地域包括ケアシステムの推進

　　　高齢者等支援が必要な方が住みなれた地域で安心して暮らすために、医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される仕組みです。地域住民がお互い協力し、支え
あう体制づくりが必要です。

• 医療・介護との連携
• 介護サービスの充実強化
• 介護予防の推進
• 見守り等生活支援サービスの確保や権利擁護
• 安心して暮らせる住環境整

○笠間市地域包括ケアシステムの目的
　　① 要支援者を早期に発見
　　② 迅速な支援の開始
　　③ 関係機関との情報共有
　　④ 情報の共有化を通じての役割分担
　　⑤ 役割に基づく総合的な支援体制の整備
　　⑥ 関係機関が協力することによる社会資源の有効活用

3．笠間市での地域包括ケアシステムの構築

１１



～茨城型地域包括ケアシステムの考え方～

１２
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見 用



16１５



　【シルバーリハビリ体操 】
　　シルバーリハビリ体操はリハビテー

ション療法で、理学療法士や作業療法

士、言語聴覚士が治療に使う運動を

体操化したもので、 関節の運動範囲

を維持拡大するとともに筋肉を伸ばす

ことを目的とする体操です。立つ、座る、

歩くなど日常生活を営むための動作訓

練になります。

　令和7年度3月末現在

121名の指導士が75教室

を運営し、年間延

約16,002名の住民が

参加しています。

◆機能向上・認知症・閉じこもり（孤立化）の
予防

◆地域の中での見守り支援

◆通いの場・交流の場の確保

介護予防（運動教室の推進）

１６



　
　　【スクエアステップ 】
　　　　スクエアステップは、一辺25㎝の

　　“ます”を、決められたステップパターン
を覚え正確に踏んでいくといった運動
です。下肢の筋力アップはもとより、ス
テップのパターンを覚えることで、脳の
活性化、認知機能の向上もはかれます。

　　　笠間市では、平成２０年度から筑波

　　大学大藏研究室の指導の下、介護予

　　防の一環として、教室の開催・リーダー

　　の養成を実施し、地域のリーダー育成

　　を進めています。

　　　令和7年度3月末現在、

　　228名のリーダーが41教室を運営し、

　　年間延約18,615名の住民が参加してい
ます。

◆機能向上・認知症・閉じこもり（孤立化）の
予防

◆地域の見守り支援支援

◆通いの場・交流の場の確保

　　　　　　（交流会の様子）
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専門職による介護予防教室

わくわく脳活セミナー

　もの忘れが気になる方や認知症について
知りたい方向けの健康教室です。

　運動、口の健康、栄養、認知症について専
門職より、講話と実技を通して学ぶ教室です。

男性のための転ばん体操
教室

　ストレッチや筋力トレーニング、有酸素運

動を組み入れ、筋力維持やアップを目的とし
た介護予防のための体操教室です。

１８



　　　

　　令和6年1月に認知症基本法が施行され、同年12月には「認知症施策推進基
本計画」が示されました。

　　　笠間市では令和7年3月に「笠間市認知症施策推進計画」を策定し、認知症の
人が希望をもって自分らしく、住み慣れた地域で暮らし続けることができるとい
う「新しい認知症観」を取り入れて施策を進めています。

　　

１９

認知症施策の推進

【笠間市の認知症施策「５つの柱」】

　基本施策１：　認知症の普及啓発の推進

　基本施策２：　認知症の人と家族を支える取り組みの推進

　基本施策３：　認知症予防の推進

  基本施策４：　早期発見・早期対応に向けた体制の充実

　基本施策５：　認知症の人の安心・安全対策



【認知症サポーター養成講座】
　認知症サポーター： 認知症を理解し、地

域や職域で認知症の人やその家族に対し

てできる範囲での手助けをする人　　　

　令和７年度まで約7,000人を養成

※事業所や企業の地域貢献事業として、従業員を認知症
ｻﾎﾟｰﾀｰとし、認知症に対する理解と日常的な見守り
にご協力いただくｹｰｽも増えています。

　

　　　　　

【認知症カフェ・介護者の集い】
　認知症の方とその家族等、気軽に参

加できる交流の場として実施

認知症関連事業
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笠間市認知症あんしんガイド
認知症についての理解を深め
ることは自分や家族が認知症
になったときの不安を軽減する
ことにつながります。

　　ご本人やご家族の情報源として、
認知症ケアパスと笠間市の様々な情報を掲載した
「認知症あんしんガイド」を作成し、市民や関係機へ

　の配布、ホームペーで公開

２１



笠間市の認知症地域支援体制整備

◆認知症初期集中支援チームによる支援　

　　笠間市立病院と地域包括支援センターの医療・介護専門職が協働で認知症と

思われる方や対応に苦慮している方を訪問等し、医療機関受診や介護保険サー
ビス利用等につなげる等の支援を行う。

　　　　　　　　　　　　　認知症サポート医　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　認知症初期集中支援チーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　医師・医療系・福祉系　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　医療的アドバイス　　　　　　　　　　　　　適切な治療・支援

・サポート医：認知症の人の医療介護に関わるかかりつけ医や介護専門職に対するサポー

　　　　　　　トを行う医師

・チーム員会議：月２回第１・３月曜日に開催。様々な専門職が意見交換することで初期

　　　　　　　対応を必要とする認知症のケース検討だけでなく、より幅広い在宅医療・

　　　　　　　介護連携の課題検討の場となる。 ２２


